
LIFEへの登録 （特になし）

割引 別紙2

特別地域加算 （特になし）

中山間地域等における小規模事業所加算（地域
に関する状況）

（特になし）

中山間地域等における小規模事業所加算（規模
に関する状況）

別紙４

介護職員処遇改善加算 別途市通知を参照

介護職員等特定処遇改善加算 別途市通知を参照

職員の欠員による減算の状況 参考様式1-2…看護職員、介護職員

若年性認知症利用者受入加算 （特になし）

生活機能向上グループ活動加算 （特になし）

運動器機能向上体制
参考様式1-2…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あ
ん摩マッサージ指圧師

栄養アセスメント・栄養改善体制
・（事業所の従業者の場合）参考様式1-3…管理栄養士
・（外部との連携により管理栄養士を配置する場合）外部と連携していることが分か
る契約書等（協定を含む）の写し及び管理栄養士資格証の写し※

口腔機能向上加算 参考様式1-2…言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員

選択的サービス複数実施加算 （特になし）

事業所評価加算〔申出〕の有無 （特になし）

サービス提供体制強化加算
・別紙3　サービス提供体制強化加算に関する届出書
・勤務実績（別紙3-1，別紙3-2，別紙3-3のいずれか）

生活機能向上連携加算
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している
医療提供施設と連携していることが分かる契約書等（協定を含む）の写し

科学的介護推進体制加算 （特になし）

介護職員処遇改善加算 別途市通知を参照

介護職員等特定処遇改善加算 別途市通知を参照
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添付書類

※加えて「別紙○○」内に所定書類の添付の記載がある場合は、当該所定書類も
必要。

※資格要件のある者の配置が必要な場合は、資格を有することを証明する書類の
写しを添付すること。(※資格証等に本籍地が記載されている場合は、黒塗り等判
別できないようにして提出すること。)

通所型サービス（独自）
（介護予防通所介護相当サービ
ス）

届出の内容

訪問型サービス（独自）
（介護予防訪問介護相当サービ
ス・訪問型サービスA）

全サービス共通

サービスの
種類
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